
別紙３１（農山漁村活性化対策整備に関する事業に係る運用）

第１ 趣旨

農山漁村活性化対策整備に関する事業（以下この別紙において「本事業」とい

う。）は、沖縄県又は市町村（沖縄県の区域内の市町村に限る。以下同じ。）が創

意工夫を活かし、地域住民の合意形成を基礎として、農山漁村の活性化のための

定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成19年法律第48号。以下この別紙

において「法」という。）に基づいて活性化計画（法第５条第１項の活性化計画を

いう。以下この別紙において同じ。）を作成し、その実現に必要な施設整備を中心

とした取組を総合的かつ機動的に支援するものである。

第２ 事業の実施

本事業の実施については、農山漁村の活性化を図るため、法及び農山漁村の活

性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則（平成19年農林

水産省令第65号。以下この別紙において「規則」という。）に定めるもののほか、

この運用に定めるところによるものとする。

第３ 交付金の交付対象

１ 交付対象事業

本事業の対象は、第１の趣旨を踏まえ、沖縄県又は市町村が単独で又は共同

して作成した活性化計画の区域において定住等及び地域間交流を促進するため

に実施される（１）から（５）までに掲げる事業又は事務（他の法律又は予算

制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業又は事務を除く。以下この

別紙において「交付対象事業」という。）に必要な経費に充当するものとしその

具体的な要件等は別表及び別紙32に定めるものとする。

（１）生産基盤及び施設の整備（法第５条第２項第２号イ）

（２）生活環境施設の整備（法第５条第２項第２号ロ）

（３）地域間交流拠点施設の整備（法第５条第２項第２号ハ）

（４）その他農林水産省令で定める事業

（５）（１）から（４）までの事業と一体となって実施する事業事務（法第２項第

３号）

２ 事業実施主体、要件及び交付額算定交付率

（１）事業実施主体

１の交付対象事業を実施する者（以下この別紙において「事業実施主体」

という。）は、沖縄県、市町村又は沖縄県若しくは市町村からその経費の一部

に対して補助を受けて交付対象事業を実施する農林漁業団体等（法第５条第

４項に定める農林漁業団体等をいう。以下この別紙において同じ。）であって、

別表の事業実施主体の欄に掲げるとおりとする。
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（２）要件及び交付額算定交付率

１の交付対象事業の実施要件及び交付額を算定するための交付額算定交付

率は、別表要件の欄及び交付額算定交付率の欄にそれぞれ掲げるとおりとす

る。

３ 実施期間

交付対象事業の実施期間は、活性化計画の期間内であって、原則として、３

年以内とする。ただし、社会情勢の変化や災害等の不足の事態の発生による期

間延長等を考慮し、最大５年とすることができる。

第４ 活性化計画

本事業の実施に係る活性化計画の内容、様式、作成及び提出については、活性

化法、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方

針（平成23年10月３日公表）及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交

流拠点の促進に関する法律に基づく活性化計画制度の運用に関するガイドライン

（平成28年４月１日付け27農振第2449号農村振興局長通知）に定めるものとする。

第５ 活性化計画の添付書類等

１ 活性化計画の添付書類の作成

（１）法第５条第１項に基づき活性化計画を作成する沖縄県又は市町村（以下こ

の別紙において「計画主体」という。）は、本交付金を充てて交付対象事業を

実施しようとするときは、活性化計画とあわせて規則第５条第１項第１号の

図面のほか、規則第５条第１項第２号の交付金の額の限度を算定するために

必要な資料として、別紙32に定めるところにより、事業実施計画及び事前点

検シート（以下この別紙において「添付書類」という。）を作成するものとす

る。

（２）計画主体は、添付書類を作成するに当たっては、整備する施設等の導入効

果について、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）費用対効果算

定要領（平成28年４月１日付け27農振第2341号農林水産省農村振興局長通知）

により費用対効果分析を行い、交付対象事業の実施に要する費用に対し、得

ようとする効果が適切に得られるか否かを判断し、費用が過大とならないよ

う、効率性等を十分に検討するものとする。

（３）事業実施計画の作成に当たっては、次の各号に留意するものとする。

ア 事業実施計画には、活性化計画の期間内における事業の実施によって実

現しようとする具体的な目標を定めること。

イ 事業実施計画に定める目標の達成状況等を評価するための指標（以下「評

価指標」という。）が定量的指標により適切に設定されており、これにより

交付対象事業の目的が適切に表現されていること。

ウ 事業実施計画の目標及び評価指標の設定内容に対して交付対象事業の構

成が妥当であること。
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（４）計画主体は、法第５条第11項に基づき活性化計画を公表する場合には、（１）

の規定により作成した添付書類を併せて公表するものとする。

（５）計画主体は、法第６条第１項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提

出する場合においては、当該活性化計画に（１）の規定により作成した添付

書類を添付するものとする。

（６）法第６条第１項及び（５）の規定により農林水産大臣に提出する活性化計

画及び添付書類は、沖縄振興公共投資交付金制度要綱（平成24年４月６日付

け内閣府・各府省連名。以下この別紙において「制度要綱」という。）第６に

規定する事業計画の提出後、速やかに提出するものとする。

なお、農林水産大臣に提出する活性化計画は、沖縄県知事（以下この別紙

において「知事」という。）がその区域内で作成された活性化計画をとりまと

めたうえで、内閣府沖縄総合事務局長（以下この別紙において「沖縄総合事

務局長」という。）を経由して提出するものとする。

２ 活性化計画及び添付資料の審査

農林水産大臣は、法第６条第１項及び１の（４）の規定により活性化計画及

び添付書類の提出があった場合には、その内容を審査するものとする。

３ 活性化計画及び交付対象事業別概要の変更

計画主体が、活性化計画及び交付対象事業別概要について別紙32に定める重

要な変更を行う場合には、法第６条第１項に準じて変更後の活性化計画及び添

付書類を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合、１及び２の規定

を準用する。

第６ 交付対象事業の実施

１ 毎年度の実施手続

（１）計画主体は、交付対象事業の実施期間の間、毎年度、別紙32に定める年度

別事業実施計画を作成し、制度要綱第６に規定する事業計画の提出後速やか

に、これを農林水産大臣に提出するものとする。

（２）（１）の規定により農林水産大臣に提出する年度別事業実施計画は、知事が

その区域内で作成された年度別事業実施計画をとりまとめたうえで、沖縄総

合事務局長を経由して提出するものとする。

２ 事業費の低減

計画主体及び事業実施主体は、地域の実情にかんがみ、過剰と見られるよう

な施設等の整備を排除する等、徹底した事業費の低減に努めるものとする。

第７ 交付金の額の限度

本事業における交付金の額の限度については、別表の事業名の欄に掲げる事業

に係る事業費に、当該事業に係る同表の国費率の欄に掲げる率を乗じて得た額の
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合計額とする。

第８ 事業実施後の措置

計画主体は、交付対象事業の効果が十分に発現しているかどうかについて、的

確に把握するものとする。施設等の利用状況等が３年間継続して低調である場合、

計画主体は、その要因を分析し、計画主体が事業実施主体でない場合には、事業

実施主体に対し施設等の運営方法や利用形態等の改善について指導し、必要に応

じて、当該施設等の利用に係る計画の変更等の所要の手続を行うものとする。

第９ 事業実施後の評価等

１ 事業実施後の評価

交付対象事業に係る事業実施後の評価は、次に定めるところにより、当該活

性化計画が終了する年度の翌年度以降に行うものとし、交付対象事業に係る事

業実施後、原則として３年間の効果発現状況を把握する期間（以下「評価期間」

という。）を確保するものとする。

（１）計画主体は、交付対象事業別概要に定められた目標の達成状況等について

評価を行い、評価内容の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた

上で、その結果を公表するものとする。

（２）計画主体は、（１）の規定により聴取した第三者の意見を付して、公表した

評価を農林水産大臣に報告するものとする。

（３）（２）の規定による報告は、知事がその区域内の市町村長からの報告をとり

まとめたうえで、沖縄総合事務局長を経由して報告するものとする。

２ 事業実施後の評価の措置

（１）１の事業実施後の評価の結果、交付対象事業別概要に定められた目標の達

成状況が低調である場合、計画主体は、その要因、推進体制及び施設の利用

計画等の見直し等、目標の達成に向けた方策を内容とする改善計画を作成し、

改善計画の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた上で、公表す

るものとする（自然災害、経済的・社会的事情の著しい変化等予測不能な事

態の場合を除く。）。

（２）計画主体は、（１）の規定により聴取した第三者の意見を付して、公表した

改善計画を農林水産大臣に提出するものとする。

（３）（２）の規定により、農林水産大臣に提出する改善計画は、知事がその区域

内で作成された改善計画をとりまとめたうえで、沖縄総合事務局長を経由し

て提出するものとする。

（４）（２）の規定により提出を受けた農林水産大臣は、目標の達成が見込まれな

い計画主体に対して、重点的に指導、助言等を行うものとする。

（５）（１）の規定による改善計画の作成を要しない場合であっても、交付対象事

業別概要に定められた目標に達していないときは、計画主体は、目標達成に

向けた自主的な取組を行うものとする。
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この場合、国は、目標達成に向けた取組状況について定期的に調査を行う

ものとする。

第１０ 交付金の適正な執行の確保

計画主体は、事業実施主体による交付対象事業の実施について総括的な指導

監督を行うとともに、必要に応じて、学識経験者等第三者、関係機関又は関係

団体からの意見の聴取や地域における説明会等を通じて、活性化計画の推進体

制を確立し、適正かつ円滑な交付対象事業の執行を確保するものとする。

第１１ 他の施策との連携

本事業の実施に当たっては、次に掲げる施策との連携に配慮するものとする。

１ 農林水産物の輸出の促進に関する施策

２ 荒廃農地の発生防止・解消等に関する施策

３ 地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第１項に規定する地域再生計画

に基づく施策

４ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67号）第５条第１項に規定す

る総合化事業計画に関する施策

５ 定住自立圏構想推進要綱（平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務官

通知）第６に規定する定住自立圏共生ビジョンに基づく施策

６ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法（平成25年法律第95号）第13条に規定する国土強靱化地域計画に

基づく施策

第１２ 災害等における緊急事業

災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、農林水産省農村振興局

長（以下この別紙において「農村振興局長」という。）が特に必要と認める場合

にあっては、この運用の規定にかかわらず、農村振興局長が別に定めるところ

により、緊急に事業を実施することができるものとする。

第１３ 不発弾等事前探査実施要綱の規定の準用

不発弾等事前探査実施要綱（昭和50年4月30日付50構改Ｄ第307号農林水産事

務次官依命通知）第１から第６までの規定及び別記は、本事業において準用す

る。この場合において、これらの規定中、「別表に掲げる事業」とあるのは「農

山漁村活性化対策整備に関する事業（不発弾等事前探査を除く。）」と読み替え

るものとする。

附 則

経過措置
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１ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱の一部改正について（平成24

年４月６日付け23農振第2688号農林水産事務次官依命通知）による改正前の農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱（平成19年８月１日付け19企第100号

農林水産事務次官依命通知）第４の２に基づき、農林水産大臣が農山漁村活性化

プロジェクト支援交付金の交付対象として決定した活性化計画に基づき実施され

る事業であって、平成24年度以降、本交付金を充てて事業を実施するものについ

ては、本事業へ移行されたものとみなす。

２ １の規定により本事業へ移行された事業の事業メニューごとの実施要件につい

ては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の一部改正について（平

成24年４月６日付け23農振第2689号農林水産省農村振興局長通知）による改正前

の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領（平成19年８月１日付け19企

第101号農林水産省大臣官房長通知）の別表によるものとする。
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別 表

事 業 名 事業実施主体 要 件 交付額算定交付率

（１）生産基盤及び施 沖縄県、市町村、特別区、地方公共 農山漁村の活性化のため 定額、8/10、２/３、１/２又は３/1

設の整備（法第５条第 団体等が出資する法人、農業協同組合、の定住等及び地域間交流の 0

２項第２号イ） 農業協同組合連合会、土地改良区、土 促進に関する法律（平成19 ただし、別紙32に定める要件類別

基盤整備 地改良法第95条第1項の規定により数 年法律第48号）第５条第２ ごとに別紙32に定めるものとする。

生産機械施設 人共同して土地改良事業を行う者、農 項第１号の活性化計画の区

処理加工・集出荷貯 地中間管理機構（農地中間管理事業の 域（以下この別表において、

蔵施設 推進に関する法律（平成25年法律第10 単に「活性化計画の区域」

新規就業者等技術 1号）第２条第４項に規定する農地中 という。）における定住等

習得管理施設 間管理機構をいう。）、農業委員会、森 の促進に資するため、基幹

（２）生活環境施設の 林組合、生産森林組合、森林組合連合 産業である農林漁業の振興

整備（法第５条第２項 会、流域森林・林業活性化センター、 を図ることが必要であり、

第２号ロ） 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協 かつその振興に寄与すると

簡易給排水施設 同組合連合会、水産業協同組合（水産 認められること。

防災安全施設 業協同組合法（昭和23年法律第242号） 以下のいずれかに該当す

農山漁村定住促進施 第２条に規定する水産業協同組合をい る施設等であること

設 う。）、農林漁業者等の組織する団体、 （１）農林漁業体験等によ

（３）地域間交流拠点 中小企業等協同組合（中小企業等共同 り児童を農山漁村へ受入れ

の整備（法第５条第２ 組合法（昭和24年法律第181号）第３ るために必要な施設等であ

項第２号ハ） 条に規定する中小企業等共同組合をい ること

地域資源活用総合交 う。）、一般社団法人又は一般財団法人、（２）農林水産物の高付加

流促進施設 教育委員会、ＰＦＩ事業者（民間資金 価値化や生産者の販売力強

農林漁業・農山漁村 等の活用による公共施設等の整備等の 化等に必要な施設等である

体験施設 促進に関する法律（平成11年法律第11 こと

自然環境等活用交流 7号）第２条第５項に規定する選定事 （３）農山漁村に定住する

学習施設 業者をいう。）、ＮＰＯ法人（特定非営 契機となるために必要な施

（４）その他省令で定 利活動促進法（平成10年法律第７号） 設等であること

める事業（法第５条第 第２条第２項の規定による特定非営利 （４）地域の食と農の魅力

２項第２号ニ） 活動法人をいう。)、地域協議会、地 を活かした体験等の受入体

遊休農地解消支援 域再生推進法人（地域再生法（平成19 制構築に必要な施設等であ

地域資源活用起業支 月５月16日法律第48号）第19条第１項 ること

援施設 に規定する地域再生推進法人をい （５）障害者などの就農支

地域資源循環活用施 う。）、その他農山漁村の活性化のため 援に必要な施設等であるこ

設 の定住等及び地域間交流の促進に関す と

地域住民活動支援促 る法律施行規則（平成19年農林水産省 （６）振興山村の地域資源

進施設 令第65号）第３条第４号の規定に基づ を活用した商品開発等の付

土地利用調整 き計画主体が指定した者とし、別紙32 加価値向上、域内消費、販

農地等補完保全整備 に定める要件類別ごとに別紙32に定め 売促進等の取組に必要な施

るものとする。 設等であること

景観・生態系保全整 そのほか、別紙32に定め

備 る要件類別ごとに別紙32に

新用途米穀生産製造 定めるものとする。

連携支援

（５）（１）から（４） 活性化計画の区域におけ 一体となって実施する（１）から

までの事業と一体とな － る定住等及び農山漁村と都 （４）までの事業の交付率と同率と

って実施する事業事務 市との地域間交流を促進す する。

（法第５条第２項第３ るため、（１）から（４） ただし、農山漁村活性化施設整備

号） までの事業と一体となっ 附帯事業は、１/２とする。

創意工夫発揮事業 て、その効果を増大させる

農山漁村活性化施設 ため実施する必要があると

整備附帯事業 認められること。
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